
別表 ［ＦＥＮＩＣＳインターネットサービス ベストエフォート型（ＩＰｏＥ）ｆｏｒ 光クロス］ 

 

１．ネットワークサービスの提供 

 当社（以下「乙」という）は、ネットワークサービスの利用者（以下「甲」という）に対し、第４項記載のネットワークサービス（以下「本ネットワーク

サービス」という）を提供します。 

 

２．ネットワークサービスの概要 

 本ネットワークサービスは、甲設備および別途甲が東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社との間で契約する「フレッツ 光クロス」と、イ

ンターネットとの間を、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線およびＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備で接続することにより、

甲がインターネットを利用できるようにするネットワークサービスです。なお、本サービスには「基本サービス」と「オプションサービス」があります。オプ

ションサービスは基本サービスの利用を前提として提供されるものであり、当該基本サービスを契約解除した場合には、オプションサービスも同時に契約解除

されるものとします。 

 

３．ネットワークサービス提供の前提条件 

 甲は、乙が本ネットワークサービスを提供する前提条件として、自己の責任と費用負担で本ネットワークサービスを利用するために必要となるアクセス回線

としての「フレッツ 光クロス」および甲設備を用意するものとします。 

 

４．ネットワークのサービス内容 

（１）基本サービス 

 ａ．初期サービス 

  ア．接続環境の準備 

   乙は、甲が本ネットワークサービスを通じてインターネットを利用するために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備に対して、所定  

 の準備作業を実施します。 

  イ．ＩＰアドレスの登録 

   乙は、乙にて所有するＦＥＮＩＣＳ接続に必要なグローバルＩＰアドレス（以下「ＩＰアドレス」という）を、甲専用に割り当てます。甲が使用す  

 るＩＰアドレスは、乙から本ネットワークサービス用に甲に割り当てられたものに限定されるものとします。乙は甲に対して割り当てたＩＰアドレス情  

報を、接続サービス開始までに社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター（以下「ＪＰＮＩＣ」という）に登録するものとします。 

 ｂ．接続サービス 

  乙は、甲がインターネットを利用するために必要となるＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線を継続的に以下の品目により提供し、初期サー

ビスにおいて、甲に割り当てられている複数個のＩＰアドレスおよび１個のドメインを管理します。 

 
 

品目 
 

内容 
 

 ＩＰ１ 

 
 
 

 

 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供するフレッツ 光クロスを利用してア

クセスポイントに接続し、乙から割り当てられるＩＰアドレス数が１個（／３２）であるネットワー

クサービス 

 

 ＩＰ８ 

 
 
 

 

 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供するフレッツ 光クロスを利用してア

クセスポイントに接続し、乙から割り当てられるＩＰアドレス数が８個（／２９）であるネットワー

クサービス 

 

 ＩＰ１６ 

 
 
 

 

 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供するフレッツ 光クロスを利用してア

クセスポイントに接続し、乙から割り当てられるＩＰアドレス数が１６個（／２８）であるネットワ

ークサービス 

 

（２）オプションサービス 

 ａ．設定内容変更サービス 

  乙は、初期サービスにおいて甲のために登録したＤＮＳ登録情報、初期サービスにて甲のために取得した属性型・地域型ドメインのドメイン情報の設定 

変更を行います。 

 ｂ．フレッツ 光クロス接続サービス 

  ア．乙は、ＦＥＮＩＣＳインターネットサービス ベストエフォート型（ＩＰｏＥ）ｆｏｒ 光クロスに加え、当該サービスを利用するにあたり甲が別途

契約すべきアクセス回線について東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供するフレッツ 光クロスをアクセス回線として、本ネット

ワークサービスの全部または一部を提供します。なお、本ネットワークサービスを利用するにあたってはフレッツ 光クロスの各タイプとフレッツサポー

トサービスを各同数契約するものとします。また、２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービスについては、フレッツサポートサー

ビスと同数を契約するものとします。 

 
 

           品 目 
 

 

                      内 容 
 

 

フレッツ 光クロス 

 
 
 
 

 

 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電気通信

回線からアクセス回線の終端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワークサービス

用電気通信回線への伝送方向については他社と共有する最大１０Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信

回線を用い、宅内終端装置から甲設備へおよび甲設備から宅内終端装置への伝送方向については最大１０

０Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。  

フレッツサポートサービス 乙がアクセス回線として提供している「フレッツ 光クロス」の利用地域毎に、東日本電信電話株式会

社および西日本電信電話株式会社の管理するフレッツ 光クロス網のメンテナンス等に伴う停止情報を

取りまとめ、毎週一回、甲に通知するサービス。 
 

 

 ２４時間出張修理オプションサービス 

 
 
 
 

 

 乙がアクセス回線として提供している「フレッツ 光クロス」において乙が提供する宅内終端装置およ

び東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の収容ビル内装置等に発生した障害について、

乙が２４時間３６５日の受付および対応を行うサービス。なお、本オプションサービスを契約締結したと

きには、本別表第７項および第８項は、ＩＰｏＥ ｆｏｒ 光クロス接続サービスには適用されないもの

とします。 

 

イ．レンタルルータサービス 
乙は、上記ア．の回線に接続する際に必要となるルータを、甲に対し継続的に貸し出し、監視するものとします。 

 ｃ．ドメイン取得代行サービス 

  乙は、甲に代わって株式会社日本レジストリサービス（以下「ＪＰＲＳ」という）から属性型・地域型ドメイン、末尾が「．ｃｏｍ」、「．ｎｅｔ」、

「．ｏｒｇ」、「．ｂｉｚ」、「．ｉｎｆｏ」、「．ｍｏｂｉ」、もしくは「．ａｓｉａ」のドメイン（以下「ｇＴＬＤドメイン」という）、末尾が 

「．ｃｃ」もしくは「．ｔｖ」のドメイン（以下「特定ｃｃＴＬＤドメイン」という）、または汎用ＪＰドメインを取得するための手続きを行います。 

なお、ドメイン取得代行サービスの利用にあたっては、ドメイン登録サービスおよびドメイン管理サービスの契約が別途必要となります。 

 ｄ．ドメイン登録サービス 

  乙は、ドメイン取得代行サービスにて甲のために取得した属性型・地域型ドメイン、ｇＴＬＤドメイン、特定ｃｃＴＬＤドメイン、もしくは汎用ＪＰドメ



イン、または甲が自己の責任と費用負担にて取得した属性型・地域型ドメイン、ｇＴＬＤドメイン、特定ｃｃＴＬＤドメイン、もしくは汎用ＪＰドメインを

ＪＰＲＳに登録します。なお、ドメイン登録サービスの利用にあたっては、ドメイン管理サービスの契約が別途必要となります。 

 ｅ．ドメイン管理サービス 

  乙は、ドメイン登録サービスにて甲のために登録したドメインを管理します。 

 ｆ．ドメイン設定内容変更サービス 

  乙は、ドメイン登録サービスにて甲のために登録したドメイン情報の設定変更を行います。 

 ｇ．プライマリＤＮＳ＆セカンダリＤＮＳ初期サービス 

  乙は、甲がプライマリＤＮＳ＆セカンダリＤＮＳ利用サービスを利用するために必要な所定の準備作業を実施します。 

 ｈ．プライマリＤＮＳ＆セカンダリＤＮＳ利用サービス 

  乙は、甲が甲のドメインを利用するためのプライマリＤＮＳおよびセカンダリＤＮＳを継続して提供するものとします。 

 ｉ．プライマリＤＮＳ＆セカンダリＤＮＳ設定変更サービス 

  乙は、甲が甲のドメインを利用するためのプライマリＤＮＳおよびセカンダリＤＮＳの設定変更を行います。 

 ｊ．セカンダリＤＮＳ初期サービス 

  乙は、甲がセカンダリＤＮＳ利用サービスを利用するために必要な所定の準備作業を実施します。 

 ｋ．セカンダリＤＮＳ利用サービス 

  乙は、甲が甲のドメインを利用するためのセカンダリＤＮＳを継続して提供するものとします。 

 ｌ．セカンダリＤＮＳ設定変更サービス 

  乙は、甲が甲のドメインを利用するためのセカンダリＤＮＳの設定変更を行います。 

 

５．提供区域 

 本ネットワークの提供区域は、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の提供する「フレッツ 光クロス」の提供区域に準ずるものとしま

す。 

 

６．接続サービス提供時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスの提供時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、利用規約に基づき、乙は接続サービスの提供を中断す

ることができるものとします。 

 

７．サービス障害受付時間帯 

（１）本ネットワークサービスにおける接続サービスの障害受付時間帯は、２４時間３６５日とします。 

（２）甲が第４項第（２）号ｂ．フレッツ光クロス接続サービスを利用する場合、当該サービスにより提供されるアクセス回線区間における障害受付時間は東

日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の障害受付時間に準ずるものとします。 

 

８．サービス障害対応時間帯 

（１）本ネットワークサービスにおける接続サービスの障害対応時間帯は、月曜日から金曜日まで（祝日および乙の指定する休業日を除く。以下「平日」とい

う）の９時から１７時までとします。 

（２）甲が第４項第（２）号ｂ．フレッツ 光クロス接続サービスを利用する場合、当該サービスにより提供されるアクセス回線区間における障害対応時間は

東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の障害受付時間に準ずるものとします。 

 

９．料金月 

 本ネットワークサービスは、毎月２０日締めとし、前月２１日から当月２０日を料金月とします。 

 
１０．品目一覧 

本ネットワークサービスにおける品目は、以下のとおりとします。 

（１）  基本サービス 
 

品名 
 

 

   型名 

 

備考 
 

 

支払種別 
 

 

単位 
 

 

ＦＥＮＩＣＳインターネット ベストエフォート型（ＩＰ

ｏＥ）ｆｏｒ光クロス 初期費 

 

ＮＳ３０９５２Ｓ 

 

 

 

 従量料金制（一括払） 

 

 

 式 

 

 

ＦＥＮＩＣＳインターネット ベストエフォート型（ＩＰ

ｏＥ）ｆｏｒ光クロス 接続料 

 

ＮＳ３０９５２Ｇ 

 

ＩＰ１ 

 

 従量料金制（月額払） 

 

 

 式 

 

 

ＮＳ３０９５２Ｇ 

 

ＩＰ８ 

 

 従量料金制（月額払） 

 

 

 式 

 

 

ＮＳ３０９５２Ｇ 

 

ＩＰ１６ 

 

 従量料金制（月額払） 

 

 

 式 

 

 
（２）  オプションサービス 

 

品名 
 

 

   型名 

 

備考 
 

 

支払種別 
 

 

単位 
 

 

ＦＥＮＩＣＳインターネット 光クロス 設定変更費 

 

ＮＳ３０９６３Ｓ 

 

 

 

 

 従量料金制（一括払） 

 

 

 式 

 

 

フレッツ 光クロス接続 初期費 

 

ＮＳ３０９５３Ｓ 

 

 

 

 従量料金制（一括払） 

 

式 

 

フレッツ 光クロス接続 接続料 

 

 

ＮＳ３０９５３Ｇ 

 

 

 

 従量料金制（月額払） 

 

 

式 

 

 

フレッツ 光クロス接続サービス フレッツサポートサ

ービス 初期費 

 

ＮＳ３０９５４Ｓ 

 

 

 

 

 従量料金制（一括払） 

 

 

式 

 

 

フレッツ 光クロス接続サービス フレッツサポートサ

ービス 利用料 

 

ＮＳ３０９５４Ｇ 

 

 

 

 

 従量料金制（月額払） 

 

 

式 

 



 

フレッツ 光クロス接続サービス ２４時間出張修理オ

プション 利用料 

 

ＮＳ３０９５５Ｇ 

 

 

 

 

 従量料金制（月額払） 

 

 

式 

 

 

ＦＥＮＩＣＳインターネット フレッツ光クロス レン

タルルータ 初期費 

 

ＮＳ３０９５６Ｓ 

 

 

 

 

 従量料金制（一括払） 

 

 

式 

 

 

ＦＥＮＩＣＳインターネット フレッツ光クロス レン

タルルータ 利用料 

 

ＮＳ３０９５６Ｇ 

 

 

 

 

 従量料金制（月額払） 

 

 

式 

 

 

ドメイン取得代行 初期費（光クロス） 

 

ＮＳ３０９５７Ｓ 

 

 

 

 従量料金制（一括払） 

 

 

式 

 

 

ドメイン登録 初期費（光クロス） 

 

ＮＳ３０９５８Ｓ 

 

 

 

 従量料金制（一括払） 

 

 

式 

 

 

ドメイン管理 利用料（光クロス） 

 

ＮＳ３０９５７Ｇ 

 

 

 

 従量料金制（月額払） 

 

 

式 

 

 

ドメイン管理 設定変更費（光クロス） 

 

ＮＳ３０９６４Ｓ 

 

 

 

 従量料金制（一括払） 

 

 

式 

 

 

プライマリＤＮＳ＆セカンダリＤＮＳ 初期費（光クロ

ス） 

 

ＮＳ３０９５９Ｓ 

 

 

 

 従量料金制（一括払） 

 

 

式 

 

 

プライマリＤＮＳ＆セカンダリＤＮＳ 利用料（光クロ

ス） 

 

ＮＳ３０９５９Ｇ 

 

 

 

 従量料金制（月額払） 

 

 

式 

 

 

プライマリＤＮＳ＆セカンダリＤＮＳ 設定変更費（光

クロス） 

 

ＮＳ３０９６１Ｓ 

 

 

 

 従量料金制（一括払） 

 

 

式 

 

 

セカンダリＤＮＳ 初期費（光クロス） 

 

ＮＳ３０９６０Ｓ 

 

 

 

 従量料金制（一括払） 

 

 

式 

 

 

セカンダリＤＮＳ 利用料（光クロス） 

 

ＮＳ３０９６０Ｇ 

 

 

 

 従量料金制（月額払） 

 

 

式 

 

 

セカンダリＤＮＳ 設定変更費（光クロス） 

 

ＮＳ３０９６２Ｓ 

 

 

 

 従量料金制（一括払） 

 

 

式 

 

 

 

 

［変更内容］ 

（２０２１年９月２９日）本サービスの別表を適用します。 

（２０２３年１２月５日）４項（１）ｂ．接続サービスを修正しました。 

 

 

［凡例］ 

本別表では、以下の略称を用いています。 

 
 

略 称 
 

 

名 称 
 

 

 ＤＮＳ 
 

 

 Ｄｏｍａｉｎ Ｎａｍｅ Ｓｙｓｔｅｍ 
 

 

 ｇＴＬＤ 

 
 

 

 Ｇｅｎｅｒｉｃ Ｔｏｐ Ｌｅｖｅｌ Ｄｏ 

 ｍａｉｎ 
 

 

 ＩＰ 
 

 

 Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ 
 

 

 Ｇｂｐｓ 
 

 

 ｇｉｇａ ｂｉｔｓ ｐｅｒ ｓｅｃｏｎｄ 
 

 

 Ｍｂｐｓ 
 

 

 ｍｅｇａ ｂｉｔｓ ｐｅｒ ｓｅｃｏｎｄ 
 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                            

別表Ｎｏ．Ｎ０２２Ｇ 


